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１．はじめに 
  地球環境問題は年々多様化していますが、化石燃料の大量消費による地球温暖化問題、大量生産・大

量消費・大量廃棄型の社会がもたらす廃棄物問題、そしてＶＯＣ（揮発性有機化合物）をはじめとする環境

負荷物質問題は、私たち企業の活動ともに関わりあっています。 
当社は、合成ゴムや樹脂などの高分子材料を用いた自動車部品や工業用部品を中心に生産活動を行っ

ていますが、これらの活動においては、製品および製造工程で使用している環境負荷物質の削減、省資源、

省エネルギーへの取組み、廃棄物の削減、環境負荷の少ない製品の開発等を推進しています。 
これらの取組みにより、地球環境の保全、循環型社会の構築に貢献することは、企業の社会的責任であ

り、着実に実施して行きたいと考えています。 
  

さて、近年の当社の情勢を見てみますと、２００６年７月にＲｏＨＳ規制が施行されたことから、電子電機関

連のお客様から環境負荷物質の管理を強く求められておりますし、自動車関連のお客様からもＥＬＶ規制に

関連して同様の管理を求められております。また、ＲＥＡＣＨ規制の実施及び改正ＰＲＴＲ法の施行もあり、お

客様からの環境負荷物質の管理に関する要求は一層厳しさを増すようになっています。さらには、２００８年

６月に施行された生物多様性基本法では、サプライチェ－ンが連携し、事業活動の生物多様性への影響を

低減する取組みが求められており、今後の動向が注目されます。 
このような情勢の中、当社は環境負荷物質の管理を、重要な品質管理と位置付け、取組みを進めており

ます。特に、生産・管理体制の徹底、鉛化合物の使用量削減、六価クロム品目などの削減については重点

的に取り組んできました。 
 
私どもの事業活動には、お取引先様から納入頂いている原材料、部品、副資材等の使用が必要不可欠

なことから、環境負荷物質の削減における企業の社会的責任を果たし、加えて、お客様からの要求に応え

るためには、お取引先様からもご協力頂くことが重要と考えています。 
今日の環境負荷物質の問題は、地球温暖化の問題、エネルギー問題と同様に地球規模の問題であり、

私たち企業においても相互に協力し、これらの問題に取り組むことが、それぞれの企業の社会的責任を果

たす上でも重要であると考えております。 
  

こうした考え方に基づき、今回、環境負荷物質削減のための取り組みの一環として、「ＮＯＫグループ・グ

リーン調達ガイドライン」を定めましたので、お取引先様におかれましては、弊社の趣旨をご理解いただき、

本ガイドラインに基づく取り組みへのご協力をお願い致します。 
 
                                       専務取締役 業務本部長（調達担当） 

                                              横内 孝人 
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２．基本理念、経営理念、経営方針、環境保全基本方針

について 

                       基本理念 
    ＮＯＫ株式会社は、ＮＯＫ精神に基づく経営理念のもと、単に公正な競争を通じて利潤を 
   追求するという経営主体に留まらず、すべての利害関係者、いわゆるステークホルダーに 
   誇りをもってもらい、ともに夢を追い続けることのできる経営を次の経営方針で推進し、 
   広く社会にとって有用な存在であることをめざします。その実現のために、国の内外を問 

わず、人権を尊重し、関係法令、国際ルールおよびその精神を遵守するとともに、社会的 
良識をもって自主的に行動します。 

                    経営理念 
１． 愛情と信頼に基づく人間尊重経営 
２． 派閥の無い強固な団結による風通しのよい経営 
３． 超常識の努力を惜しまない逆境に強い経営 
４． 常に夢を求める経営計画 

                       経営方針 
１． 経営資源を重点分野に集中させ、より強く、より独自性に富んだ部品メーカーになること 
２． 経営第一線から製造現場まで、コスト削減を徹底し、収益体質をより強固なものとすること 
３． 品質向上のための研究を重ね、技術に裏打ちされた独自性のある、かつ社会に有用な商品を 

世界中で生産・販売すること 
「ステークホルダーすべてが誇りを持てる企業」を目指して 

 



 5 / 10 
 

環境保全基本方針 

 
企業が社会の一員であることを前提に、事業の活動･製品及びサービスが広く地球規模での環境影

響に関わりを持つことを全社員が認識し、持続的な発展が可能な社会の実現に貢献すべく会社の環

境保全基本方針を定め、次世代以降も視野に入れた環境保全管理に努める。 

 

１．従来の固有技術を踏まえ、環境保全に配慮した技術の向上･製品の開発を推進し、環境負荷の低

減に努める。 

 

２．地球温暖化防止を図る為、省エネルギーを推進し、循環型社会に対応して資源の再使用と再利用

及び廃棄物の削減を推進する。 

 

３．環境負荷の低減においては、目的･目標を設定し、取引先を含む関係各社とも協力して継続的な改

善を図り、地球環境の保全、汚染の防止に努める。 

 

４．関連する法規制、地方自治体条例、地域協定等を順守し、環境保全活動を推進する。 

 

５．業界や取引先の自主規制を順守し、ステークホルダーの環境への要求事項に対して積極的に取り

組む。 

 

６．環境保全活動や社会貢献に関する情報を開示し、地域・社会とのコミュニケーションを図る。 

 

７．良き企業市民として全社員が地球環境保全の重要性を認識し、地球環境への意識高揚を図る。 

 

 
 

    

 

                                                   制定２００１年９月１７日 

                                       改定２００７年９月 １日             
 
 

   ＮＯＫ株式会社 代表取締役 会長兼社長                    

   ＮＯＫ中央環境保全委員会委員長             鶴 正登 
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３．環境マネジメントに関する、お取引先様へのお願い 

（１）ＩＳＯ１４００１等の外部認証の取得 
弊社は、環境保全活動を組織的に実施し、持続的改善に取り組んでおります。原材料・部品・副資材（弊

社製品の一部を構成するもの）と包装資材を納入して頂いている、お取引先様においても、環境保全活動

の継続的改善が実施されるよう体制の構築をお願いします。 
そのためとして、基本的には『ＩＳＯ１４００１』又は『エコアクション２１』の外部認証取得（取得されている場

合は継続）又はそれに準じた管理をお願いします。尚、別途、お取引先様の取得状況を確認させて頂く予定

です。 
 

（２）納入頂く、原材料・部品などの環境負荷物質管理 
 弊社は、国内外の法規制に伴い、環境負荷物質の管理と削減を実施しております。 

法規制には、生産及び使用禁止の環境負荷物質が規定されています。また、法規制等の背景から、お客

様から使用禁止のご要求があります。この事より、弊社製品を構成する原材料・部品・副資材（弊社製品の

一部を構成するもの）と包装資材を納入頂く、お取引先様には、関連法令とＮＯＫ標準などに基づいた仕入

品の納入と、使用実績報告（使用・含有有無）の対応をお願い致します。 
 

 【ＮＯＫグル－プ・グリーン調達ガイドラインでの要請内容】 
「ＩＳＯ１４００１認証取得」又は「エコアクション２１の取得」 

環境負荷物質管理体制構築 

原材料・部品などの環境負荷物質情報の提供 

ＲｏＨＳ ６物質の非含有を分析結果で証明し、エビデンス保管 

ＮＯＫグループ環境負荷物質一覧表の禁止物質の非含有遵守 

お取引先様の 

環境負荷物質管理 

ＮＯＫグループ環境負荷物質一覧表の削減・管理物質の管理 

環境関連法令の遵守 お取引先様の 

事業活動 
環境保全活動の実施 

弊社に納入頂く原材料など、物流に関わるＣＯ２排出量低減 

 

 

 

 

要請 

内容 

お取引先様弊社 

物流時のＣＯ２など 
弊社に納入頂く原材料など、梱包・包装資材の低減 
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 【弊社に提出頂く書類および提出時期】 
対象品 提出時期 

提出書類 
製品 原材料 部品

副資材

など 
G 発行 G 改定 新規

取引 
新規品

様式-１ 
グループ・グリーン調達に

関する協力合意書 
○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― 

様式-２ 不使用保証書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 

材料 

データ 

NOK ｸﾞﾙｰﾌﾟ環境負荷物質 

使用・含有有無 
＊○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

様式-３ 
環境負荷物質の 

管理体制チェックシ－ト 
○ ○ ○ ― ― ○ ○ ― 

注記） 弊社が、お取引先様に、使用する原材料・副資材・製造工程等を指定し生産委託した製品は、 
＊印項目は、不要です。 
Ｇ発行・G 改定は、NOK グループ・グリーン調達ガイドラインの発行時・改訂時を示します。 
材料データは、弊社指定の回答方法（Web・紙・電子媒体等）、回答フォーマットにて回答をお願い

致します。 
 

（３）お取引先様製造工程の環境負荷物質管理について 

①「ＮＯＫグル－プ環境負荷物質一覧表」の禁止物質の非含有遵守 

「ＮＯＫグループ環境負荷物質一覧表」に、禁止、削減、管理の適用区分を規定しています。 
納入頂く「お取引品」に、禁止物質が含有しない「お取引品」の納入をお願い致します。 
但し、弊社が、お取引先様に対し、禁止物質の使用・含有を認めた「お取引品」は、対象外と致します。 

②ＲｏＨＳ指令物質の非含有データ提出とエビデンス保管について 

弊社では、お客様に初品を納入する際、非含有デ－タを提出する場合があります。 
欧州指令（ＥＬＶ、ＲｏＨＳ）の法規制物質（鉛、水銀、カドミウム、６価クロム、ＰＢＢ、ＰＢＤＥ）に関して、非

含有であることを明確にするため、分析試験に基づく分析結果の提出を依頼した場合は、対応お願い致

します。 
尚、分析試験のエビデンスは保管頂き、弊社から要請があれば提出お願い致します。 

 

③環境負荷物質管理体制構築について 

お取引先様におかれましては、弊社に納入頂く製品等のなかに環境負荷物質（使用禁止）が含有しない

よう、必要な管理体制の構築をお願い致します。 
構築の確認のため、自主点検を実施頂き、不備な項目については、改善をお願い致します。 
また、お取引先様の「環境負荷物質管理体制構築」の実態を確認させて頂く目的で、お取引様の了解の

うえ弊社による監査を適宜実施させて頂きます。 
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（４）お取引先様の事業活動に関わる環境活動について 

弊社は、ＶＯＣ排出量の削減、ＣＯ２排出量の削減など、環境に関する目標を持ち、推進しております。

お取引先様におかれましても、事業活動に関わる環境保全活動を、積極的にお願い致します。 

①環境保全活動の実施 

お取引先様の事業活動に関わる、環境保全活動の取り組みをお願いします。 
【お願いしたい、環境取り組み事項】 
ａ．ＶＯＣ排出量の削減 
ｂ．ＰＲＴＲ対象物質の排出量の削減 
ｃ．ＣＯ２排出量の削減 
ｄ．廃棄物（最終埋め立て）発生量の削減 

 

②環境に関する法令遵守 

お取引先様の事業活動に関わる、環境に関連する国内法令の遵守をお願い致します。 

 

４．ガイドラインの取扱いについて 

お取引先様に対するガイドラインの取扱いは以下のとおりです。 
（１）新規のお取引先様には、取引が開始される際、本ガイドラインを、弊社所管部署より連絡致します。 
（２）NOK ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社より、その他個別に提出書類の要請があった場合は、そちらへの対応も宜しくお

願い致します。 
（３）本ガイドラインは、改訂された都度、対象お取引先様へ、弊社所管部署より連絡致します。 
 

５．個人情報の取扱いについて 

ご記入頂いた、お取引先様の個人情報は、グリーン調達関連事項のみに使用させていただきます。 
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６．用語集 

１．ＥＬＶ（欧州廃車指令、End of Life Vehicle） 
欧州で制定されている、自動車のリサイクルおよび重金属４物質（鉛、カドミウム、水銀、６価クロム）の

使用を制限した指令。 
 

２．ＲｏＨＳ（特定有害物質使用制限指令、Restriction of the use of certain Hazardous Substances in 
electrical and electronic equipment ） 

欧州で制定されている、重金属４物質（鉛、カドミウム、水銀、６価クロム）と特定臭素系難燃剤（ＰＢＢ、

ＰＢＤＥ）の使用を制限した指令。 
 
３．副資材（製品の一部を構成するもの） 

製品に記載する等で、製品の一部を構成する、ペイント、マーカー、ラベルなど。 
 
４．エコアクション２１ 

環境省が、小規模事業者を対象に、普及を進めている環境プログラム。 
 
５．ＰＲＴＲ（化学物質排出・移動量届出制度、Pollutant Release and Transfer Register ） 

政令等で指定された化学物質を製造・使用・排出している事業者が、環境中へ排出した量、又は、産

業廃棄物などとして移動させた量を把握・集計・公表する仕組み。 
 
６．ＶＯＣ（揮発性有機化合物、Volatile Organic Compounds ） 

トルエン・ベンゼン・ジクロロメタンなど、常温常圧で大気中に容易に揮発する化合物の総称。 
 

７．適用範囲 
NOK グループ会社のうち、日本メクトロン株式会社を除く以下の１８社で適用する。 

【対象会社】 

NOK 株式会社 

イーグル工業株式会社 

ユニマテック株式会社 

NOK クリューバー株式会社 

シンジーテック株式会社 

ネオプト株式会社 

石野ガスケット工業株式会社 

オタライト株式会社 

昭和機器工業株式会社 

Thai NOK Co.,Ltd. 

Wuxi NOK-Freudenberg Oil seal Co.,Ltd. 

Changchun NOK - Freudenberg Oil seal Co.,Ltd. 

NOK Vibracoustic China Co.,Ltd 

NOK (Wuxi) Seal Products Co.,Ltd. 

VIETNAM NOK Co.,Ltd. 

P.T.NOK Indonesia 

NOK Asia Company.,Pte.Ltd. 

P.T.NOK Asia Batam 
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８．改訂履歴 

改訂 No.    改訂内容 制定・改訂年月日 作成 承認 
Rev.No.0    新規制定 2010.10.25 NOK 環境管理部長 

内田一郎 
NOK 調達管理部長 
西村雄一 

 
「ＮＯＫグル－プ・グリーン調達ガイドライン」に関する、NOK 問合せ先 
    ＮＯＫ（株） 調達管理室  集中調達部  ＴＥＬ ０３（３４３４）０５７２  江原 
   ＮＯＫ（株） 品質管理室  環境管理部  ＴＥＬ ０３（３４３２）４２２３  戸田 


